
 

 

議  案  第  ３５  号  

 

 

新居浜市商業振興施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につ

いて  

 

新居浜市商業振興施設設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

令和２年５月１５日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市商業振興施設設置及び管理条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市商業振興施設設置及び管理条例（平成９年条例第３３号）の一部を次のよう

に改正する。  

第２条の表新居浜市商業振興センターの項を削る。  

第３条中第２号を削り、第３号を第２号とする。  

第４条第１項ただし書中「新居浜市喜光地イベント広場を催物」を「催物」に改める。  

第６条中「占有者」を「占用者」に改める。  

第１５条から第２０条までを削り、第２１条を第１５条とする。  

別表を次のように改める。  

別表（第７条関係）  

喜光地イベント広場使用料  

使用時間  

区分  

基本使用料  照明使用料  

１時間当たり  午前  午後  全日  

全面使用  ５，２５０円  ７，８８０円  １３，１４０円  ２１０円  

屋根付部分  ３，４９０円  ５，２５０円  ８，７４０円  １５０円  



 

 

屋根なし部分  １，７６０円  ２，６２０円  ４，３８０円  ５０円  

１  催物以外に使用するときは、無料とする。  

２  本市住民が営利目的以外に使用するときは、基本使用料の３分の１の額を基

本使用料から減じた額とする。  

附  則  

この条例は、令和２年７月１日から施行する。  

 

提案理由  

新居浜市商業振興センターを令和２年６月３０日限り廃止するため、本案を提出する。  

 


